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江
戸
時
代
の
名
古
屋
城
と
城
下
町
の
観
光�

石
田
　
泰
弘
（
愛
西
市
生
涯
学
習
課
長
）・
種
田
　
祐
司

キ
ー
ワ
ー
ド

名
古
屋
城　

道
中
記　

天
守　

金
鯱　

七
里
の
渡
し　

三
里
の
渡
し

美
濃
路　

佐
屋
路　

津
島
街
道　

枇
杷
島
橋　

旅
籠　

本
町　

玉
屋
町

東
照
宮
祭
礼

は
じ
め
に

　

近
世
は
旅
ブ
ー
ム
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。
武
士
や
商
人
、
農
民
に
至
る
ま
で

様
々
な
階
層
の
人
た
ち
は
余
暇
を
利
用
し
て
、
様
々
な
旅
に
出
か
け
た
。
伊
勢
参
り

の
よ
う
な
信
仰
を
目
的
と
し
た
旅
の
他
に
も
、
名
所
旧
跡
を
訪
ね
る
よ
う
な
旅
、
保

養
の
た
め
の
温
泉
旅
行
等
々
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
観
光
的
な
旅
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
期
間
的
に
見
て
も
遠
出
し
て
長
期
に
及
ぶ
旅
も
あ
れ
ば
、
日
帰
り
で
観
光

地
を
め
ぐ
る
と
い
っ
た
旅
も
あ
り
、
旅
の
あ
り
方
も
ま
さ
に
多
様
で
あ
っ
た
。
い
ず

れ
に
せ
よ
旅
は
、
日
常
生
活
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
非
日
常
的
な
世
界
を
楽
し
む
時

間
で
あ
り
、
時
に
は
自
然
や
景
観
を
愛
で
、
時
に
は
湯
治
や
娯
楽
を
楽
し
み
、
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
す
る
脱
日
常
的
世
界
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
遠
出
の
旅
ば
か
り

で
な
く
と
も
、
身
近
な
名
所
や
風
光
明
媚
な
景
観
を
訪
ね
た
り
、
名
物
を
楽
し
ん
だ

り
祭
礼
を
観
た
り
し
て
、
短
期
間
な
が
ら
も
各
地
へ
出
か
け
、
脱
日
常
的
世
界
を
楽

し
む
こ
と
も
多
々
み
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
状
況
は
、
名
所
図
会
や
栗
毛
物
の
よ
う
な

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
書
物
や
、
各
地
に
残
る
道
中
記
や
旅
日
記
と
い
っ
た
史
料
か
ら
も

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

東
国
地
域
に
残
る
道
中
記
を
調
査
し
、
東
国
の
民
衆
が
宮
・
桑
名
間
を
ど
の
よ
う

な
ル
ー
ト
を
通
っ
た
か
を
検
証
し
た
際
、
東
国
の
旅
人
の
多
く
は
、
往
路
は
東
海
道

を
通
っ
て
伊
勢
へ
詣
で
、
そ
の
後
上
方
等
を
経
由
し
（
時
に
は
西
国
に
ま
で
足
を
伸

ば
す
事
例
も
あ
っ
た
）、
復
路
は
中
山
道
を
通
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
す
る（

（
（

。
さ

ら
に
そ
の
旅
程
の
一
部
、
宮
・
桑
名
間
に
お
い
て
は
、
東
海
道
の
正
式
ル
ー
ト
と
も

い
う
べ
き
七
里
の
渡
し
を
利
用
す
る
い
わ
ゆ
る
七
里
の
渡
し
ル
ー
ト
、
宮
か
ら
美
濃

路
を
通
り
名
古
屋
の
町
に
入
る
前
に
分
岐
す
る
佐
屋
路
ル
ー
ト
、
佐
屋
路
へ
向
か
わ

ず
そ
の
ま
ま
北
上
し
、
名
古
屋
の
町
を
通
過
し
、
須
ヶ
口
辺
か
ら
分
岐
す
る
津
島
街

道
ル
ー
ト
と
そ
の
他
の
ル
ー
ト
に
分
類
し
、
検
証
し
た
結
果
、
七
里
の
渡
し
ル
ー
ト

は
全
体
の
一
割
に
も
満
た
ず
、
脇
往
還
で
あ
る
佐
屋
路
ル
ー
ト
も
二
割
に
満
た
ず
、

圧
倒
的
多
数
が
津
島
街
道
を
利
用
し
、
佐
屋
・
津
島
か
ら
三
里
の
渡
し
で
桑
名
へ
向

か
っ
た
。

　

な
ぜ
、
津
島
街
道
ル
ー
ト
を
利
用
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
の
か
。
そ
の
要
因
と
し

て
、
一
般
に
は
七
里
の
渡
し
は
舟
路
を
と
る
こ
と
か
ら
、
天
候
に
影
響
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
、
佐
屋
廻
り
が
利
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
要
素
も
幾
分
考

え
ら
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
佐
屋
路
ル
ー
ト
を
利
用
す
る
こ
と
で

ク
リ
ア
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
津
島
街
道
ル
ー
ト
を
採
用
し
た
要
因
と
し
て
は
、
恐

ら
く
名
古
屋
、
甚
目
寺
、
津
島
と
い
っ
た
見
所
が
多
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
道
中
記
を
紐
解
い
て
み
て
も
、
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
有
名
寺

社
や
、
江
戸
、
京
、
大
坂
と
い
っ
た
都
市
の
記
述
が
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
せ
っ

か
く
の
旅
だ
か
ら
見
所
を
見
て
ま
わ
ろ
う
と
い
う
パ
ワ
ー
が
道
中
記
か
ら
伝
わ
っ
て
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く
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
関
東
か
ら
名
古
屋
へ
向
か
う
途
中
、
東
海
道
を
離
れ
、
秋

葉
山
、
鳳
来
寺
を
経
由
し
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
事

実
、
道
中
記
の
多
く
に
熱
田
神
宮
参
拝
、
名
古
屋
城
の
金
の
鯱
、
枇
杷
島
橋
と
い
っ

た
記
述
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
名
古
屋
で
宿
泊
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

　

以
上
は
石
田
が
す
で
に
発
表
し
た
論
考
が
あ
り（

（
（

、
本
稿
は
、
東
国
地
域
に
残
る
道

中
記
の
名
古
屋
に
関
わ
る
記
述
に
種
田
と
と
も
に
着
目
し
、
当
時
の
観
光
の
実
態
や

実
情
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
一
」「
五
」
を
石
田
が
、「
四
」
を
種

田
が
、「
二
」「
三
」「
は
じ
め
に
」「
お
わ
り
に
」
は
共
同
で
執
筆
し
た
。

一
　
宮
か
ら
南
寺
町
ま
で

　

東
海
道
を
進
み
、
三
河
か
ら
尾
張
へ
入
り
、
宮
に
至
る
。
ま
ず
宮
の
町
に
入
る
と

入
口
に
板
橋
が
あ
り
、渡
る
と
左
に
姥
神
が
あ
っ
た
。
宿
を
抜
け
る
と
追
分
が
あ
り
、

こ
こ
で
ル
ー
ト
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
。
こ
の
ま
ま
宮
か
ら
七
里
の
渡
し
で
桑
名
へ
向

か
う
の
か
、
そ
れ
と
も
佐
屋
ま
で
陸
路
で
行
き
、
佐
屋
か
ら
三
里
の
渡
し
で
桑
名
へ

向
か
う
の
か
。『
石
巻
の
歴
史
第
九
巻
資
料
編
三
近
世
編
』
所
収
の
「
伊
勢
参
宮
旅

日
記
」
に
よ
れ
ば
、
宮
の
項
に
お
い
て
、「
此
所
よ
り
伊
勢
へ
舟
ニ
乗
候
ハ
ヽ
大
神

宮
へ
参
詣
ニ
参
る
べ
か
ら
ず
と
云
、
必
ず
舟
ニ
乗
る
間
敷
事
、
宮
よ
り
佐
屋
へ
往
還

有
ト
聞
、
然
シ
名
古
屋
へ
相
廻
り
候
か
よ
し（

（
（

」
と
あ
る
し
、『
梁
川
町
史
資
料
集
第

二
十
七
集
』
所
収
の
天
保
三
年
の
「
伊
勢
参
宮
日
記
」
に
お
い
て
も
七
里
の
渡
し
に

つ
い
て
「
是
決
而
乗
不
可
乗
下
向
ノ
節
桑
名
ヨ
リ
宮
ハ
乗
候
ハ
ヨ
ロ
シ
ト
申
」
と
あ

る
よ
う
に
、
七
里
の
渡
し
を
選
択
す
る
の
で
は
な
く
佐
屋
廻
り
を
選
択
す
る
も
の
が

多
か
っ
た（

（
（

。
佐
屋
廻
り
と
い
っ
て
も
、
名
古
屋
城
下
へ
入
る
前
に
岩
塚
、
万
場
へ
向

か
う
佐
屋
路
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
と
、
名
古
屋
城
下
を
訪
れ
津
島
街
道
を
通
り
、
津

島
・
佐
屋
か
ら
桑
名
へ
向
か
う
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
多
く
は
名
古

屋
城
下
を
通
り
、
津
島
・
佐
屋
か
ら
桑
名
へ
向
か
う
ル
ー
ト
を
選
択
し
た（

（
（

。

　

こ
の
追
分
を
右
に
行
く
と
、
熱
田
神
宮
へ
出
る
。
熱
田
神
宮
は
道
中
記
に
よ
っ
て

「
熱
田
（
大
）
明
神
」、「
熱
田
皇
大
神
宮
」、「
熱
田
太
神
宮
」
と
い
っ
た
様
々
な
表

記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
旅
人
が
こ
の
熱
田
神
宮
へ
立
ち
寄
る
名
所
で
あ
っ

た
。
前
掲
『
梁
川
町
史
資
料
集
第
二
十
七
集
』
所
収
の
天
保
三
年
の
「
伊
勢
参
宮
日

記
」
に
よ
れ
ば
、
門
を
入
り
、
絵
馬
堂
、
拝
殿
、
本
社
を
参
拝
し
、
裏
門
か
ら
出

る（
（
（

。
そ
こ
か
ら
名
古
屋
迄
の
道
程
は
「
町
つ
ゝ
き
」（
町
続
）
と
道
中
記
に
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
熱
田
・
名
古
屋
間
も
恰
も
名
古
屋
の
町
と
し
て
旅
人
は
捉
え
ら
れ

て
い
た
感
が
あ
る
。
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
の
『
伊
勢
道
中
記
史
料
』
所
収
の
弘
化

二
年
の
「
伊
勢
参
宮
覚
」
に
よ
れ
ば
、
西
御
堂
あ
た
り
も
名
古
屋
と
捉
え
「
尾
州
名

ご
や
町
甚
大
き
し
」
と
記
す（

（
（

。『
土
浦
市
史
資
料
第
一
集
伊
勢
道
中
日
記
史
料
』
所

収
の
文
化
四
年
「
伊
勢
道
中
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
宮
か
ら
名
古
屋
ま
で
は
町
続
で
そ

の
境
界
は
一
の
鳥
居
で
あ
っ
た
と
記
す（

（
（

。

二
　
名
古
屋
城
下
町
観
光

　

宮
か
ら
名
古
屋
へ
向
か
う
道
中
に
も
観
光
地
は
多
い
。
東
御
坊
、
西
本
願
寺
、
栄

国
寺
、
大
須
観
音
、
清
寿
院
、
七
寺
、
若
宮
八
幡
と
い
っ
た
場
所
が
道
中
記
に
散
見

す
る
。
東
御
坊
は
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
東
別
院
で
「
東
掛
所
」
と
も
称
し
た
。
門

前
に
は
参
詣
者
を
対
象
と
し
た
旅
籠
が
何
軒
か
あ
っ
た
。
西
本
願
寺
（
西
掛
所
）
と

も
に
普
請
の
素
晴
ら
し
さ
が
記
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
中
で
も
東
別
院
は
、『
墨
田
区
古
文

書
集
成
Ⅲ
』
所
収
の
文
久
二
年
「
伊
勢
参
宮
致
道
中
覚
之
帳
」
に
よ
れ
ば
、「
弐
拾

七
間
四
面
」
で
、「
山
門
惣
彫
も
の
」「
敷
石
ハ
惣
み
か
げ
」
石
で
、「
御
本
坊
よ
り

普
請
宜
敷
御
門
跡
ニ
而
は
日
本
壱
に
御
座
候
」
と
記
す（

（
（

。
栄
国
寺
に
は
十
五
間
四
方

の
大
松
の
下
に
釈
迦
仏
の
足
跡
石
が
あ
っ
た
と
い
う（

（1
（

。大
須
観
音
や
清
寿
院
界
隈
は
、
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軽
業
・
芝
居
等
が
行
わ
れ
大
い
に
賑
わ
っ
た
と
い
う
様
子
は
『
尾
張
名
所
図
会
』
に

も
そ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

　

大
須
界
隈
を
抜
け
る
と
い
よ
い
よ
名
古
屋
城
下
町
の
中
心
部
に
入
る
。
城
下
町
名

古
屋
に
つ
い
て
、
多
く
の
道
中
記
は
「
御
城
下
す
べ
て
江
戸
の
町
の
如
し（

（1
（

」、「
御
城

下
賑
ナ
ル
コ
ト
江
戸
同
前（

（1
（

」、「
当
町
（
名
古
屋
…
筆
者
注
）
之
儀
も
誠
に
江
戸
の
通

り
、
大
都
会
に
御
座
候（

（1
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
江
戸
に
匹
敵
す
る
町
で
あ
っ
た
と
記
す
。

野
辺
地
町
野
坂
忠
尚
家
文
書
「
東
海
道
道
中
記
」
に
よ
れ
ば
、「
東
海
一
の
城
下
」

と
も
記
す（

（1
（

。
時
に
は
、
梅
津
猪
五
郎
に
よ
れ
ば
「
御
三
家
第
一
江
戸
ニ
も
不
劣
見
事

也（
（1
（

」、
菅
原
源
八
に
よ
れ
ば
「
城
下
家
造
日
本
第
一
也（

（1
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の

名
古
屋
の
町
が
日
本
有
数
の
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
安
房
の
鍋
屋
嘉
兵

衛
に
よ
れ
ば
、「
東
海
道
公
宿
之
内
、
沼
津
、
府
中
、
尾
州
い
つ
れ
も
よ
ろ
敷
候
得
共
、

尾
州
一
ば
ん
也
」
と
記
す（

（1
（

。

　

い
く
つ
か
の
道
中
記
に
は
名
古
屋
城
下
町
の
家
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
出

版
さ
れ
た
多
く
の
「
道
中
案
内
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
城
下
で
町
人
か

ら
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
い
も
の
で
二
万
八
千
軒
、多
く
て
十
三
万
軒
で
あ
る
。

実
際
の
城
下
の
町
家
は
、
人
口
約
六
万
人
か
ら
推
測
す
る
と
一
万
数
千
軒
と
思
わ
れ

る
の
で
、
最
小
の
も
の
で
も
過
大
で
あ
る
。
次
に
尾
張
藩
の
石
高
に
つ
い
て
も
触
れ

る
と
、
五
〇
万
石
か
ら
六
五
万
石
ま
で
の
記
載
が
あ
り
、
正
し
く
六
一
万
九
千
五
百

石
と
す
る
も
の
は
四
分
の
一
ほ
ど
し
か
な
い
。
や
は
り
多
く
の
「
道
中
案
内
記
」
に

は
各
藩
の
石
高
が
記
さ
て
い
な
い
の
で
、
多
く
は
現
地
で
の
聞
き
書
き
で
あ
ろ
う
。

　

城
下
町
に
は
「
能
キ
店
数
多
ク
御
座
候（

（1
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
商
家
が
立
ち

並
び
繁
栄
し
た
町
で
も
あ
っ
た
。
伊
藤
次
郎
左
衛
門
、
十
一
屋
、
水
口
屋
と
い
っ
た

名
古
屋
の
商
家
の
他
、
大
丸
屋
、
松
前
屋
と
い
っ
た
上
方
資
本
の
出
店
も
あ
っ
た
。

進
藤
貞
吉
の
記
録
に
よ
れ
ば
、「
名
古
屋
は
瀬
戸
店
仰
山
な
り
」
と
あ
り
、
瀬
戸
物

を
扱
う
店
も
数
多
く
あ
っ
た
と
い
う（

（1
（

。
進
藤
の
記
録
に
よ
れ
ば
、「
晴
雨
考
を
買
は

ん
と
て
書
林
へ
立
寄
り
候
処
売
れ
き
ら
し
候
よ
し
な
り
。
又
々
書
林
を
弐
三
軒
吟
味

い
た
し
候
処
右
同
様
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
名
古
屋
は
書
肆
の
町
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
た
。
貸
本
屋
大
惣
こ
と
大
野
屋
惣
兵
衛
や
永
楽
屋
東
四
郎
等
全
国
的
に
も
著

名
な
本
屋
が
名
古
屋
に
は
あ
っ
た
。「
大
和
廻
り
絵
図（

（2
（

」
や
「
桶
狭
間
古
戦
場
由
来（

（2
（

」

と
い
っ
た
書
物
を
名
古
屋
で
購
入
し
て
い
る
。
三
河
国
宝
飯
郡
前
芝
村
の
加
藤
み
ゑ

は
西
国
を
廻
り
帰
路
の
途
中
名
古
屋
へ
立
ち
寄
り
、「
操
り
」
を
見
物
し
た
り
、「
い

と
う
呉
服
店
」
に
て
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
り
し
た
と
い
う（

（2
（

。
名
古
屋
は
「
一
宿
し
て

見
物
い
た
し
べ
き
城
下
な
り（

（2
（

」
で
あ
っ
た
。

　

名
古
屋
の
町
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
金
の
鯱
を
擁
す
る
「
日
本
一
の
名
城（

（2
（

」
名

古
屋
城
が
あ
っ
た
。
管
見
の
限
り
、
名
古
屋
を
通
っ
た
記
録
で
名
古
屋
城
を
記
録
し

な
い
道
中
記
は
な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
人
気
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
っ

た
。
次
項
で
詳
し
く
述
べ
る
。

　

名
古
屋
の
町
を
通
過
す
る
と
枇
杷
島
の
橋
を
渡
る
。「
尾
張
名
所
図
会
」
に
お
い

て
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
枇
杷
島
の
橋
は
二
つ
あ
っ
た
。
大
橋
と
小
橋
で
記
録

に
よ
っ
て
若
干
数
値
は
異
な
る
が
、
概
ね
大
橋
が
七
十
二
間
、
小
橋
が
二
十
五
か
ら

三
十
間
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
大
日
本
国
名
橋
見
立
相
撲
」
と
い
う
番
付
に
よ
れ
ば
、

「
前
頭
」
に
「
琵
琶
（
嶋
）
橋
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

三
　
名
古
屋
城
観
光

　

名
古
屋
城
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
名
古
屋
を
代
表
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で

あ
っ
た
こ
と
は
相
違
な
い
。
た
だ
し
、
城
下
か
ら
見
え
る
の
は
天
守
・
隅
櫓
・
石
垣

く
ら
い
な
の
で
、
記
録
も
そ
こ
に
集
中
し
た（

（2
（

。
な
か
で
も
天
守
の
金
鯱
は
特
筆
し
て

い
る
も
の
が
多
い
。
寛
政
六
年
に
名
古
屋
を
訪
れ
た
阿
部
に
よ
れ
ば
、
金
の
鯱
を
擁
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す
る
名
古
屋
城
を
「
日
本
一
」
と
評
し
て
い
る（

（2
（

。
野
辺
地
の
野
坂
忠
尚
家
所
蔵
『
旅

日
記
関
係
史
料
下
巻
』
に
よ
れ
ば
、「
御
城
も
音
ニ
聞
し
よ
り
結
構
、
御
国
許
御
出

立
以
来
覚
な
き
御
城
ニ
御
座
候
。
天
守
両
し
ゃ
ち
黄
金
之
よ
し
。
遠
見
ニ
も
き
ら
き

ら
光
り
渡
り
見
得
申
候
」
と
あ
り（

（2
（

、
名
古
屋
城
が
有
数
の
名
城
で
あ
っ
た
と
す
る
。

酒
田
市
立
図
書
館
蔵
年
不
詳
「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」
に
よ
れ
ば
、「
必
御
城
を
拝
見

す
べ
し
」
と
記
す（

（2
（

よ
う
に
名
古
屋
観
光
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で

あ
っ
た
。

　

旅
人
は
城
内
に
入
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
旅
人
が
城
内
に
入
れ

た
か
の
前
に
、
武
士
以
外
の
名
古
屋
の
町
民
が
入
れ
た
か
ど
う
か
検
討
し
た
い（

（2
（

。
三

之
丸
に
は
多
く
の
重
臣
屋
敷
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
多
く
の
町
人
が
商
品
の
納
入
や
所

用
の
た
め
に
入
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る（

（3
（

。
さ
ら
に
三
之
丸
に
は
東
照
宮
や
天
王
社

が
あ
り
、
一
般
の
人
々
も
参
詣
で
き
た
。
城
下
か
ら
三
之
丸
に
入
る
に
は
、
西
よ
り

巾
下
門
、
御
園
門
、
本
町
門
、
東
門
、
清
水
門
の
五
門
の
い
ず
れ
か
を
通
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
い
ず
れ
の
門
に
も
門
番
が
常
駐
し
て
い
て
、
不
審
者
に
目
を
光
ら
せ
て

い
た
。
た
だ
し
入
場
許
可
書
や
鑑
札
の
よ
う
な
も
の
を
提
示
す
る
必
要
は
な
く
、
自

由
に
通
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

道
中
記
で
は
「
丸
之
内
ハ
た
ひ
人
ハ
と
ふ
せ
不
申
候（

（3
（

」、「
旅
人
は
御
城
へ
入
事
不

叶（
（3
（

」、「
三
之
丸
よ
り
内
ニ
他
所
者
不
入（

（3
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
旅
人
・
他
所
者
の
入
構

は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
記
さ
れ
た
道
中
記
も
あ
る
。
恐
ら
く
堀
越
も
し
く
は

遠
目
か
ら
名
古
屋
城
を
観
て
通
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
地
の
道
中

記
を
紐
解
く
と
、「
御
城
内
廻
り
見
物（

（3
（

」、「
御
郭
之
内
拝
見
致
ス（

（3
（

」
と
い
う
よ
う
に

城
内
を
見
物
し
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。
茨
城
県
立
歴
史
館
江
橋
家
文
書
所
収
年
不

詳
「
西
国
道
中
記
他
」
に
よ
れ
ば
、「
丸
の
内
者
所
の
者
の
ふ
う
に
し
て
見
候
ハ
随

分
拝
見
相
成
申
候
」
と
あ
る（

（3
（

こ
と
か
ら
、
旅
人
・
他
所
者
の
入
構
は
で
き
な
か
っ
た

が
、「
所
の
者
」
す
な
わ
ち
地
元
の
住
民
の
振
り
を
す
れ
ば
入
構
で
き
た
と
い
う
。

　

実
際
、「
裾
を
さ
げ
ぞ
ふ
り
を
は
き
当
地
の
府
に
し
て
御
門
の
内
へ
は
い
れ
ハ
何

の
と
が
め
も
是
な
し（

（3
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
地
元
住
民
の
体
で
あ
れ
ば
入
構
で
き

た
。『
生
駒
藩
史
』
所
収
の
文
化
八
年
「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」
に
よ
れ
ば
「
先
達

二
十
四
文
に
て
頼
み
」「
名
古
屋
城
見
物
致
」
し
た（

（3
（

と
あ
り
、
案
内
を
雇
っ
て
入
構

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
ガ
イ
ド
が
こ
の
頃
に
は
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
甲
斐
素
純
『
近
世
上
方
道
中
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
保
二
年
に
名

古
屋
城
を
訪
れ
た
際
に
、
天
守
の
金
鯱
、
新
御
殿
を
見
物
し
た
と
あ
る（

（3
（

。
静
岡
県
歴

史
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
安
政
七
年
「
道
中
記
」
に
よ
れ
ば
、「
御
城
二
之
丸
（
三
之

丸
の
間
違
い
…
執
筆
者
注
）
へ
入
、
所
々
拝
見
い
た
し
、
二
之
丸
ニ
而
さ
け
の
う
り

茶
や
、
う
ゑ
木
や
、
金
魚
う
り
、
あ
め
や
、
其
外
見
せ
物
い
ろ
い
ろ
、
二
之
丸
之
内

ニ
而
モ
是
誠
ニ
参
詣
お
ひ
た
た
し
く
御
座
候
」
と
三
之
丸
に
お
い
て
、
出
店
や
見
世

物
が
行
わ
れ
賑
わ
っ
て
い
た
様
子
を
記
す（

（4
（

。ま
た
、『
梁
川
町
史
資
料
集
第
二
十
七
集
』

所
収
の
天
保
三
年
「
伊
勢
参
宮
日
記
」
に
よ
れ
ば
、「
御
城
・
御
堀
・
大
手
」
を
廻
り
、

「
石
垣
・
御
門
・
天
子
（
守
）・
矢
倉
結
構
ナ
ル
コ
ト
筆
紙
ニ
尽
カ
タ
シ
」
と
記
し
て

い
る（

（4
（

。

　

な
ぜ
名
古
屋
城
に
入
れ
る
、入
れ
な
い
の
差
が
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。入
れ
な
か
っ

た
五
例
を
調
べ
る
と
、
名
古
屋
に
宿
泊
し
た
の
は
一
例
も
な
く
、「
入
れ
る
」
の
大

半
が
城
下
の
旅
籠
に
宿
泊
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
名
古
屋
城
に
入

る
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
旅
籠
で
得
た
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る（

（4
（

。

四
　
城
下
の
旅
籠

　

道
中
記
に
記
録
が
あ
る
名
古
屋
の
旅
籠
は
、
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
住
所
が
わ

か
る
も
の
で
は
本
町
六
、七
丁
目
が
多
い
。
そ
も
そ
も
名
古
屋
城
下
に
は
旅
籠
が
ど
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の
く
ら
い
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幕
末
に
幕
府
道
中
奉
行
が
編
纂
し
た
『
宿
村
大

概
帳
』
美
濃
路
の
名
古
屋
の
項
で
は
、「
旅
籠
な
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

城
下
に
は
前
述
の
よ
う
に
旅
籠
が
存
在
し
て
い
た
。
城
下
の
旅
籠
の
全
体
像
は
、
明

治
四
年
刊
の
『
名
越
各
業
独
案
内
』
に
詳
し
い
。
そ
の
内
容
は
表
2
の
と
お
り
で
あ

る
。
旅
籠
に
は
「
諸
国
御
定
宿
」「
庄
屋
衆
商
人
宿
」「
懸
所
参
詣
宿
」
の
三
種
類
が

あ
り
、
こ
の
う
ち
旅
人
が
通
常
泊
ま
る
の
は
「
諸
国
御
定
宿
」
で
、
こ
れ
は
玉
屋
町

一
～
三
丁
目
（
本
町
五
～
七
丁
目
）
に
集
中
し
て
い
る（

（4
（

（
図
1
）。「
庄
屋
衆
商
人
宿
」

は
、
娯
楽
の
旅
で
は
な
く
仕
事
の
旅
で
泊
ま
る
旅
籠
の
こ
と
で
あ
る
。「
庄
屋
衆
」

と
あ
る
の
は
、
訴
訟
沙
汰
な
ど
で
名
古
屋
の
代
官
所
や
勘
定
奉
行
所
な
ど
に
訴
え
出

た
、
あ
る
い
は
呼
び
出
さ
れ
た
庄
屋
た
ち
が
泊
ま
っ
た
宿
で
あ
る
。
江
戸
の
「
公
事

宿
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
庄
屋
衆
商
人
宿（

（4
（

」
の
分
布
を
み
る
と
、
城
下

に
散
在
し
て
い
る
が
、
本
町
筋
の
一
つ
東
隣
の
七
間
町
筋
と
、
美
濃
路
の
一
部
で
は

あ
る
が
京
町
筋
の
本
町
か
ら
西
側
に
や
や
集
中
し
て
い
る
。
ほ
か
に
城
下
南
部
の
下

茶
屋
町
に
「
懸
所
参
詣
宿
」
が
何
軒
か
あ
り
、
こ
れ
は
東
本
願
寺
懸
所
に
参
詣
・
所

用
で
訪
れ
た
者
に
は
便
利
な
位
置
に
あ
っ
た
。
表
1
と
表
2
と
は
①
～
⑥
の
旅
籠
名

が
一
致
す
る
。
こ
の
う
ち
①
は
「
庄
屋
衆
商
人
宿
」、②
は
「
懸
所
参
詣
宿
」
で
あ
る
。

と
く
に
①
は
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
　
名
古
屋
の
祭
礼

　

道
中
記
を
紐
解
く
と
、
旅
行
者
が
名
古
屋
を
訪
れ
た
際
に
ほ
か
の
祭
礼
の
記
録
等

が
散
見
で
き
る
。
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。『
寒
河
江
市
史
編

纂
叢
書
第
23
集
』
所
収
の
年
不
詳
「
見
聞
録
」
に
よ
れ
ば
、「
名
古
や
の
さ
い
礼
花

麗
也
、
但
し
作
り
物
ハ
年
々
定
り
居
申
候
よ
し
、
車
ニ
而
引
人
形
ち
い
さ
く
し
て
上

ニ
而
仕
ふ
、
房
ト
ま
く
よ
し
、
台
い
ろ
取
々
ぬ
り
金
め
っ
き
の
金
物
、
ま
く
ハ
に
し

き
き
ん
ら
ん
の
た
ぐ
い
、
目
を
お
ど
ろ
か
す
」
と
記
す（

（4
（

。
こ
の
旅
行
者
一
行
は
四
月

十
七
日
に
名
古
屋
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
照
宮
祭
礼
の
様
子
を
記
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
岡
崎
信
司
『
西
国
道
中
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
明
元
年
六
月
十
五
日
の

条
に
「
町
に
入
候
得
ば
、
御
さ
い
れ
い
に
て
、
町
に
ぎ
や
か
成
り
、
大
さ
い
れ
い
な

り
、
皆
々
町
内
よ
り
作
り
物
出
し
申
し
候
得
ば
、
み
な
し
よ
う
じ
よ
う
ひ
等
の
ま
ん

ま
く
、
皆
金
入
等
も
ふ
る
類
な
り
」
と
あ
り（

（4
（

、
丸
の
内
天
王
祭
の
様
子
を
記
す
。
安

政
三
年
「
金
毘
羅
参
詣
道
中
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
二
月
二
十
四
日
に
「
天
神
様
の
夜

宮
ニ
テ
賑
也
、
思
々
ニ
遊
ニ
出
る
」、
翌
二
十
五
日
に
「
天
神
様
へ
参
詣
、
植
樹
市

ニ
而
賑
な
り
、
久
兵
衛
様
焼
物
屋
へ
尋
寄
、
爰
ニ
本
を
川
崎
迄
頼
ミ
羊
羹
を
貰
イ
」

と
あ
る（

（4
（

。
桜
天
神
の
祭
礼
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、
名
古
屋
の
住
民
で
は
な
い
庶
民
の
旅
人
が
名
古
屋
や
名
古
屋
城
を
ど

う
見
た
か
を
紹
介
し
た
。
名
古
屋
城
は
た
と
え
城
内
に
入
ら
な
く
て
も
、
天
守
や
金

鯱
は
旅
行
者
か
ら
は
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
名
古
屋
城
が
名
古
屋
観
光
の
メ
イ
ン
で

あ
る
こ
と
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
比
較
文
化
学
で
は
「
文
化
は
他
者

し
か
記
録
で
き
な
い
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
名
古
屋
に
つ
い
て
、
地
元

民
が
わ
ざ
わ
ざ
記
録
し
な
い
こ
と
を
他
国
の
旅
人
が
記
録
す
る
、
と
い
う
事
実
に
あ

て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
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表 1　道中記にみる名古屋の旅籠

本町 5丁目
笹屋清助③ 1 人 128 文

本町 6丁目
駒屋 2 人 200 文, 木 50 文

「悪キ宿也」
桑名屋半右衛門⑤ 5 人 200 文
升屋六兵衛 1 人 木 28 文
新銭屋長兵衛 2 人 180 文 「旅亭甚あしく」
舛巣屋六兵衛 1 人 木 40 文
銭屋所次右衛門⑥ 12 人 150, 150, 164, 180,

180, 214 文, 2 分 100 文,
300 文

塚本屋久兵衛 1 人 木 40 文

本町 7丁目
近江屋清八④ 3 人 214, 200 文 「浪華講」

茶屋町
布袋屋四郎兵衛② 1 人 150 文

下押切町
鍋屋惣吉① 1 人 金 2 朱つり 200 文

町名不明
いさわや左衛門 3 人 132, 148, 150 文
丸屋治兵衛 1 人
信濃屋与七 1 人 172 文
刀屋長七 1 人
内海屋源（孫）右衛門 1 人 132, 140 文

旅籠名不明 1 人 40 文

凡例：人数は宿泊した記録がある人数。
　　　金額は旅籠賃、1 つで 1 人を表す。
　　　「木」は木銭　「　」は道中記の記事
　　　丸数字は表 2 に対応

表 2　名古屋城下の旅籠

種別 町名 旅籠
諸国御
定宿

玉屋町一丁目 笹屋清助③
東屋清助
三都屋与三兵衛
尾島屋半七
江州屋重助
河内屋善蔵

玉屋町二丁目 香具屋吉兵衛
桑名屋半左衛門⑤
銭屋所治右衛門⑥
丸一屋小七
今井屋小八

玉屋町三丁目 近江屋清八④
加見屋半助
加見屋彦十郎
駒屋庄次郎
岡山屋金治
華屋半七
丸屋治兵衛
若葉屋久助
小西屋伊助

庄屋衆
商人宿

茶屋町二丁目 市兵衛
上園町一丁目 丸屋文左衛門
東魚町一丁目 中島屋藤左衛門
富沢町一丁目 新屋与吉
八百屋町一丁目 大島屋清助

知多屋茂兵衛
伏見町一丁目 三河屋嘉助
七間町一丁目 玉屋琴三郎
長者町一丁目 知多屋仲右衛門

菱屋久助
上園町三丁目 丁字屋芳蔵
長者町二丁目 柏屋弥助
広小路 松屋宗七
富沢町三丁目 信濃屋忠右衛門

万屋久兵衛
押切町三丁目 鍋屋宗七①

掛所参
詣定宿

下茶屋町 鶴屋要吉
布袋屋四郎兵衛②
丸屋藤七
菱屋忠助

『名越各業独案内』（明治 4 年）より
丸数字は表 1 に対応
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本丸
二之丸

三之丸

御園門

幅下門

本町門
伊藤次郎左衛門店

広小路

若宮八幡

万松寺
大須観音

清寿院

七ツ寺

西掛所

東掛所

至宮宿

至枇杷島橋

京町筋

伝馬町筋

竹腰家成瀬家

五条橋

伝馬橋

天守

札の辻大丸

東門

清水門

本
町
筋

七
間
町
筋

東
照
宮

堀
　
川

美
濃
路

５丁目
6丁目
7丁目

〇〇

●

●

●
●

□

□
□

□

□
□

□

□

□

□□□

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇〇
〇〇
〇
〇〇

△
△

△△

〇

〇
〇

凡例　　〇…諸国御定宿

　　　□…庄屋衆商人宿

　　　△…掛所参詣定宿
位置は推定

「尾府名古屋図」（名古屋市蓬左文庫）
明治 4年「名越各業独案内」

図 1　名古屋城下旅籠分布図
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註（
1
）�
石
田
泰
弘「
道
中
記
か
ら
み
た
宮
・
桑
名
間
の
交
通
に
つ
い
て
」『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
七
』（
二
〇
二
〇

年
）

（
2
）
文
政
六
年 
『
石
巻
の
歴
史
第
九
巻
資
料
編
三
近
世
編
』（
一
九
九
〇
年
）「
伊
勢
参
宮
旅
日
記
」

（
3
）
天
保
三
年 

『
梁
川
町
史
資
料
集
第
二
十
七
集
』（
梁
川
町
・
一
九
八
九
年
）「
伊
勢
参
宮
日
記
」

（
4
）
1
に
同
じ

（
5
）
3
に
同
じ

（
6
）
弘
化
二
年 

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
『
伊
勢
道
中
記
史
料
』（
一
九
九
四
年
）「
伊
勢
参
宮
覚
」

（
7
）
文
化
四
年 

『
土
浦
市
史
資
料
第
一
集
伊
勢
道
中
日
記
史
料
』（
土
浦
市
・
一
九
八
八
年
）「
伊
勢
道
中
日
記
」

（
8
）
宝
暦
十
年 

二
戸
市
教
育
委
員
会
『
旅
へ
の
い
ざ
な
い
』（
二
〇
〇
三
年
）「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」

（
9
）
文
久
二
年 

『
墨
田
区
古
文
書
集
成
Ⅲ
』（
一
九
八
九
年
）「
伊
勢
参
宮
致
道
中
覚
之
帳
」

（
10
）
天
保
十
一
年 

『
成
東
町
史
料
集
特
別
編
3
』（
二
〇
〇
五
年
）「
旅
中
記
」

（
11
）
8
に
同
じ

（
12
）
3
に
同
じ

（
13
）
文
久
三
年 

小
川
八
千
代
『
昔
の
旅
』（
一
九
九
四
年
）「
伊
勢
両
宮
・
大
々
御
神
楽
旅
中
之
日
記
」

（
14
）
文
政
十
二
年 

野
辺
地
町
野
坂
忠
尚
家
所
蔵
『
旅
日
記
関
係
史
料
下
巻
』（
二
〇
一
二
年
）「
東
海
道
道
中

記
」

（
15
）
文
久
二
年 

梅
津
猪
五
郎
『
梅
津
猪
五
郎
参
宮
順
道
記
』（
一
九
九
九
年
）

（
16
）
文
政
十
年 

菅
原
源
八
翁
顕
彰
会
『
菅
原
源
八
旅
日
記
』（
一
九
九
五
年
）「
上
方
道
中
記
」

（
17
）
天
保
十
五
年 

城
山
古
文
書
会
『
鍋
屋
嘉
兵
衛
の
道
中
記
』（
二
〇
一
二
年
）「
諸
国
参
詣
道
中
日
記
并
鹿

島
参
詣
道
中
記
」

（
18
）
文
政
十
三
年 

落
合
延
孝
「
中
澤
茂
七
の
長
崎
道
中
記
」『
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
』
十
九

巻
（
二
〇
一
二
年
）

（
19
）
安
政
七
年 

相
馬
登
「
進
藤
貞
吉
『
道
中
記
』（
五
）」『
北
方
風
土
』
七
十
一
号
（
二
〇
一
六
年
）「
道
中

記
」

（
20
）
文
化
元
年 

茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
須
田
家
文
書
「
よ
ろ
つ
お
ぼ
え
帳
」

（
21
）
嘉
永
五
年 

『
小
川
町
史
上
巻
』（
一
九
八
二
年
）「
伊
勢
太
々
・
金
毘
羅
道
中
記
」

（
22
）
文
化
八
年 

『
愛
知
県
史
資
料
編
東
三
河
』（
二
〇
〇
八
年
）「
道
中
記
」

（
23
）
16
に
同
じ

（
24
）
安
政
六
年 

鎌
田
道
隆
「
安
政
末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
」『
奈
良
史
学
』
二
十
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）「
伊

勢
参
宮
道
中
記
」

（
25
）
美
濃
路
は
本
町
筋
か
ら
京
町
筋
に
入
り
、
五
条
橋
で
堀
川
を
渡
る
。
そ
こ
か
ら
堀
川
端
を
遡
り
堀
江
町

で
左
折
す
る
。
し
か
し
、
左
折
せ
ず
堀
川
端
を
遡
る
と
五
、六
百
メ
ー
ト
ル
で
外
堀
端
に
出
る
。
そ
の
あ

た
り
は
天
守
が
か
な
り
近
く
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
旅
人
が
実
際
に
外
堀
端
ま
で
入
っ
た
か
ど
う
か
不

明
で
あ
る
。

（
26
）
寛
政
六
年 

阿
部
彰
晤
『
伊
勢
参
宮
所
々
名
所
並
道
法
道
中
記
』（
一
九
九
二
年
）

（
27
）
14
に
同
じ

（
28
）
年
不
詳 

酒
田
市
立
図
書
館
蔵
「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」

（
29
）
手
形
は
、
旅
人
の
住
ん
で
い
る
町
村
の
庄
屋
・
町
代
な
ど
が
旅
人
の
身
分
を
証
明
し
た
書
類
で
、
性
質

と
し
て
は
現
在
の
パ
ス
ポ
ー
ト
に
近
い
。

（
30
）
二
之
丸
は
藩
主
家
族
の
住
居
な
の
で
、
名
古
屋
の
町
人
も
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
藩
主
家

族
の
た
め
に
食
料
・
燃
料
・
衣
装
・
調
度
品
を
納
入
す
る
御
用
達
町
人
、
あ
る
い
は
御
殿
や
庭
園
に
関

わ
る
職
人
た
ち
は
二
之
丸
に
入
る
必
要
が
あ
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
御
小
納
戸
役
所
か
ら
交
付
さ
れ
た
鑑

札
（
門
鑑
）
を
二
之
丸
門
で
提
示
し
た
の
で
あ
る

（
32
）
嘉
永
二
年 

青
梅
市
教
育
委
員
会
『
道
中
日
記 

他
』（
二
〇
〇
四
年
）「
道
中
日
記
」

（
32
）
文
久
元
年 

『
猿
島
町
史
資
料
編
近
世
別
巻
』（
一
九
九
五
年
）「
伊
勢
参
宮
路
用
帳
」

（
33
）
延
享
三
年 

『
平
鹿
町
史
料
集
第
六
集
』（
二
〇
〇
四
年
）「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」

（
34
）
文
政
二
年 
『
六
ヶ
所
村
史
下
巻
Ⅱ
』（
一
九
九
七
年
）「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」
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（
35
）
文
久
二
年 

鶴
岡
市
立
図
書
館
所
蔵
文
書
「
大
神
宮
金
毘
羅
道
中
日
記
」

（
36
）
明
和
五
年 
茨
城
県
立
歴
史
館
江
橋
家
文
書
「
西
国
道
中
記
」

（
37
）
文
政
十
一
年 
『
八
幡
町
史
資
料
編
二
』（
一
九
七
一
年
）「
伊
勢
并
大
和
廻
道
中
記
」

（
38
）
文
化
八
年 

『
生
駒
藩
史
』（
一
九
七
六
年
）「
伊
勢
参
宮
道
中
記
」

（
39
）
天
保
二
年 

甲
斐
素
純
『
近
世
上
方
道
中
記
』（
二
〇
一
六
年
）

（
40
）
安
政
七
年 

静
岡
県
歴
史
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
道
中
記
」

（
41
）
天
保
三
年 

前
掲
・『
梁
川
町
史
資
料
集
第
二
十
七
集
』「
伊
勢
参
宮
日
記
」

（
42
）
旅
籠
で
名
古
屋
城
内
見
学
の
情
報
を
得
た
と
思
わ
れ
る
旅
籠
は
、
ほ
と
ん
ど
別
々
の
旅
籠
で
あ
っ
た
。

城
下
の
多
く
の
旅
籠
で
名
古
屋
城
案
内
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
43
）「
金
鱗
九
十
九
之
塵
」（『
名
古
屋
叢
書
』
正
編
六
・
七
巻
、
一
九
五
九
・
六
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、「
玉
屋
町
」

の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

 

此
市
中
は
古
よ
り
、
駅
路
に
習
い
、
旅
籠
屋
御
免
の
所
な
れ
ば
殊
に
賑
し

（
44
）「
尾
州
御
留
守
日
記
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
「
尾
張
徳
川
家
文
書
」
尾
二

─

六
四
第
二
冊
）
文
政
十

年
三
月
～
四
月
の
条
に
よ
れ
ば
、七
間
町
二
丁
目
の
庄
屋
宿
近
江
屋
久
左
衛
門
が
、御
小
納
戸
役
所
に「
御

小
納
戸
役
所
御
用
宿
」
と
唱
え
た
い
と
願
書
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
玉
屋
町
の
旅
籠
で
は
御

用
の
者
と
他
国
者
が
同
宿
す
る
の
で
、大
切
な
書
類
の
管
理
が
心
配
で
あ
る
か
ら
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
た
い
し
御
小
納
戸
役
所
は
、古
来
御
用
の
者
が
宿
泊
す
る
場
合
、玉
屋
町
の
旅
籠
で
も
「
相
宿
（
相

部
屋
の
意
で
あ
ろ
う
）」
を
し
な
い
な
ど
充
分
対
応
し
て
き
た
の
で
、近
江
屋
の
願
い
は
許
可
で
き
な
い
、

と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
定
府
奥
向
」
の
者
が
近
江
屋
に
泊
ま
る
の
は
か
ま
わ
な
い
、
と
も
し
て
い
る
。

　
　
　

 

こ
の
件
か
ら
、
す
で
に
文
政
年
間
に
は
玉
屋
町
以
外
に
商
人
・
庄
屋
・
藩
士
な
ど
を
対
象
に
し
た
旅

籠
が
城
下
で
営
業
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
の
旅
人
は
、
本
町
通
り
以
外
の
旅
籠
は
目
に
入
り

に
く
い
の
で
、
御
用
宿
に
は
ほ
と
ん
ど
宿
泊
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
45
）
年
不
詳 

『
寒
河
江
市
史
編
纂
叢
書
第
23
集
』（
一
九
七
七
年
）「
見
聞
録
」

（
46
）
天
明
元
年 

岡
崎
信
司
『
西
国
道
中
記
』（
一
九
八
八
年
）

（
47
）�

安
政
三
年 

山
本
光
正
「
史
料
紹
介
『
金
毘
羅
参
詣
道
中
記
』『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究 

報
告
』
四

（
一
九
九
二
年
）「
金
毘
羅
参
詣
道
中
日
記
」

《Title》
Sightseeing in Nagoya Castle and Nagoya Town in Edo period

《Keyword》
Nagoya Castle, Castle tower, Golden Dolphin, Shipping Route of Seven-
ri, Shipping Route of Three-ri, Mino-ji, Saya-ji, Tsushima Highway, 
Biwajima-bridge, Hon-machi, Tamaya-cho, Toshogu-festival
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〈
史
料
紹
介
〉
和
光
山
天
沢
院
長
福
寺
所
蔵
の
桶
狭
間
合
戦
関
係
資
料�

原
　
史
彦

キ
ー
ワ
ー
ド

桶
狭
間
合
戦　

長
福
寺　
「
古
戦
場
討
死
人
別
」　
「
今
川
勢
討
死
者
位
牌
」　
「
林
阿

弥
の
弥
陀
記
・
鐙
記
」　
「
義
元
公
御
霊
像
記
」　

渡
邊
玄
蕃
遺
品　

六
角
家
援
軍　

『
江
源
武
鑑
』　
『
三
河
後
風
土
記
』　
『
絵
本
太
閤
記
』

は
じ
め
に

　

桶
狭
間
合
戦
を
め
ぐ
る
研
究
・
論
評
は
数
多
く
、
古
く
は
江
戸
時
代
よ
り
考
証
が

重
ね
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、
古
い
考
証
本
は
、『
甫
庵
信
長
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』

等
に
よ
る
脚
色
部
分
を
分
離
し
て
い
な
い
た
め
、
近
代
以
降
も
虚
実
綯
い
交
ぜ
の
考

証
が
続
け
ら
れ
た
が
、
信
長
の
家
臣
・
太
田
牛
一
著
の
『
信
長
公
記
』
の
解
析
に
基

づ
く
藤
本
正
行
氏
の
論
考（

（
（

に
よ
り
、
合
戦
の
実
態
に
迫
る
道
筋
が
付
け
ら
れ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
『
信
長
公
記
』
の
解
釈
や
軍
勢
配
置
に
関
す
る
見
解
が
数
多
く
出

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
流
れ
に
依
ら
ず
、
地
元
に
残
る
特
異
な
合
戦
伝
承
を
検

証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

現
在
の
桶
狭
間
古
戦
場
は
、
羽
賀
祥
二
氏
が
論
証
さ
れ
た
よ
う
に（

（
（

、
東
海
道
沿
線

に
あ
る
こ
と
で
江
戸
時
代
よ
り
「
名
所
」
と
し
て
顕
彰
さ
れ
た
た
め
、
豊
明
市
の
国

史
跡
「
桶
狭
間
古
戦
場
伝
承
地
」
は
今
川
義
元
の
墓
や
顕
彰
碑
が
林
立
す
る
公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
。
公
園
西
側
の
香
華
山
高
徳
院
境
内
に
は
今
川
義
元
の
本
陣

碑
も
あ
る
。
た
だ
し
、
義
元
本
陣
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
山
を
隔
て
た
名
古
屋
市
緑

区
側
の
新
興
住
宅
地
と
な
っ
た
山
の
中
腹
に
も
碑
が
あ
り
、
そ
の
西
麓
に
は
古
戦
場

公
園
が
あ
る
。
こ
の
公
園
に
は
近
隣
よ
り
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
義
元
の
墓
碑
が
あ
る

他
、
周
囲
に
は
今
川
勢
の
陣
所
や
、
義
元
や
今
川
勢
の
供
養
を
行
う
和
光
山
天
沢
院

長
福
寺
（
以
下
、「
長
福
寺
」
と
い
う
。）
が
存
在
す
る
。
同
寺
は
義
元
の
首
検
証
を

行
っ
た
場
所
と
さ
れ
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
首
検
証
を
命
じ
ら
れ
た
義
元
の

茶
坊
主
・
林
阿
弥
に
よ
っ
て
合
戦
後
に
納
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
。

　

二
つ
の
古
戦
場
伝
承
地
が
所
在
す
る
自
治
体
が
違
う
こ
と
も
あ
り
、
古
戦
場
、
特

に
義
元
本
陣
の
場
所
に
関
す
る
見
解
主
張
は
、
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
止

む
こ
と
は
な
い
。現
在
で
も
な
お
本
家
主
張
が
続
く
こ
と
は
興
味
深
い
現
象
で
あ
り
、

管
見
の
限
り
こ
こ
ま
で
積
極
的
に
本
家
主
張
が
行
わ
れ
て
い
る
古
戦
場
は
他
に
無

い
。
予
想
外
の
大
将
討
死
と
い
う
合
戦
譚
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
定
点
を
特
定

し
た
い
と
い
う
欲
求
を
掻
き
立
て
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
古
戦
場
遺
跡
の
一
つ
長
福
寺
に
は
、
他
に
は
な
い
独
自
の
伝
承
・
記
録
が
継

承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
1
「
古
戦
場
討
死
人
別
」（
以
下
、

「
人
別
」
と
い
う
。）
や
、
史
料
2
「
今
川
勢
討
死
者
位
牌
」（
以
下
、「
位
牌
」
と
い

う
。）
二
基
、今
川
方
の
武
将
・
渡
邊
玄
蕃
の
遺
品
類
と
史
料
3
「
林
阿
弥
の
弥
陀
記
・

鐙
記
」・
史
料
4
「
義
元
公
御
霊
像
記
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
人
別
」
に
は
信
長

方
へ
近
江
国
の
六
角
家
が
援
軍
を
出
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
録
は
紙
質
か

ら
判
断
し
て
古
く
て
も
江
戸
時
代
末
期
を
遡
る
こ
と
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
六

角
家
援
軍
の
記
述
は
江
戸
時
代
で
既
に
偽
書
と
さ
れ
た
書
籍
か
、
俗
書
の
類
に
し
か

記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
記
録
を
基
に
桶
狭
間
合
戦
に
六
角
家
の
援
軍
が
派
遣

さ
れ
た
と
言
及
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
無
い
。




